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茶
改
植
等
支
援
事
業
実
施
要
領
（
平
成
2
3年
３
月
30
日
付
け
22
生
産
第
1
08
3
0号
農
林
水
産
省
生
産
局
長
通
知
）
新
旧
対
照
表

改
正

後
現

行

第
１

(
略
)

第
１

(
略
)

第
２

定
義

第
２

定
義

１
～
６

(略
)

１
～
６

(
略
)

７
本
事
業
に
お
い
て
「
改
植
支
援
」
と
は
、
改
植
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業
を
い
う
。
ま

７
本
事
業
に
お
い
て
「
未
収
益
支
援
タ
イ
プ
」
と
は
、
改
植
等
（
新
植
を
除
く
。
）
の
実
施
後
、
未
収
益

た
、
「
未
収
益
支
援
」
と
は
、
改
植
等
（
新
植
を
除
く
。
）
の
実
施
後
、
未
収
益
と
な
る
期
間
に
要
す
る
経

と
な
る
期
間
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業
を
い
う
。
ま
た
、「
改
植
・
未
収
益
支
援
タ
イ
プ
」

費
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業
を
い
う
。

と
は
、
改
植
に
要
す
る
経
費
及
び
改
植
（
新
植
を
除
く
。
）
に
伴
い
未
収
益
と
な
る
期
間
に
要
す
る
経
費

の
一
部
を
補
助
す
る
事
業
を
い
う
。

８
本
事
業
に
お
け
る
「
支
援
対
象
年
度
」
と
は
、
各
年
４
月
１
日
か
ら
翌
年
の
３
月
3
1
日
ま
で
の
期
間
を

８
本
事
業
に
お
け
る
「
支
援
対
象
年
度
」
と
は
、
「
未
収
益
支
援
タ
イ
プ
」
に
つ
い
て
は
各
年
１
月
１
日

い
う
。

か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
期
間
と
し
、
「
改
植
・
未
収
益
支
援
タ
イ
プ
」
に
つ
い
て
は
各
年
４
月
１
日
か
ら

翌
年
の
３
月
3
1日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。

９
(
略
)

９
(
略
)

第
３

事
業
内
容

第
３

事
業
内
容

１
(
略
)

１
(
略
)

２
(
略
)

２
(
略
)

(
1
)
～
(
2)

(略
)

(1
)
～
(
2
)
(
略
)

(
3
)
４
の
イ
に
掲
げ
る
改
植
（
新
植
を
除
く
。
）
に
伴
う
未
収
益
支
援
を
受
け
る
場
合
は
、
以
下
の
取
組

(3
)
改
植
（
新
植
を
除
く
。
）
に
伴
う
未
収
益
支
援
を
４
年
間
受
け
る
場
合
は
、
以
下
の
取
組
を
行
う
こ

を
行
う
こ
と
。

と
。

①
40
ア
ー
ル
以
上
の
改
植
又
は
支
援
対
象
面
積
の
１
割
以
上
の
改
植
を
行
う
こ
と

①
4
0
ア
ー
ル
以
上
の
改
植
又
は
支
援
対
象
面
積
の
１
割
以
上
の
改
植
を
行
う
こ
と

②
異
な
る
品
種
へ
の
改
植
（
新
植
を
除
く
。
）
を
行
う
こ
と

②
異
な
る
品
種
へ
の
改
植
（
新
植
を
除
く
。
）
を
行
う
こ
と

③
以
下
の
ア
～
オ
の
５
項
目
か
ら
２
項
目
以
上
を
選
択
し
、
課
題
解
決
に
向
け
た
取
組
を
行
う
こ

③
以
下
の
ア
～
オ
の
５
項
目
か
ら
２
項
目
以
上
を
選
択
し
、
課
題
解
決
に
向
け
た
取
組
を
行
う
こ

と
と

ア
輸
出
に
向
け
た
残
留
農
薬
基
準
の
適
合
に
資
す
る
有
機
J
A
S
の
取
得
や
減
農
薬
栽
培
、
無
農

ア
輸
出
に
向
け
た
残
留
農
薬
基
準
の
適
合
に
資
す
る
有
機
J
AS
の
取
得
や
減
農
薬
栽
培
、
無
農

薬
栽
培
等
の
取
組
の
実
施

薬
栽
培
等
の
取
組
の
実
施

イ
新
た
に
導
入
し
た
品
種
の
栽
培
技
術
の
確
立
に
資
す
る
実
証
ほ
の
設
置

イ
新
た
に
導
入
し
た
品
種
の
栽
培
技
術
の
確
立
に
資
す
る
実
証
ほ
の
設
置

ウ
生
産
コ
ス
ト
の
低
減
に
資
す
る
土
壌
分
析
に
基
づ
く
適
正
な
施
肥
の
実
施
や
点
滴
施
肥
技

ウ
生
産
コ
ス
ト
の
低
減
に
資
す
る
土
壌
分
析
に
基
づ
く
適
正
な
施
肥
の
実
施
や
点
滴
施
肥
技

術
の
導
入

術
の
導
入

エ
機
械
化
作
業
体
系
に
資
す
る
茶
樹
の
畝
方
向
の
統
一
化

エ
機
械
化
作
業
体
系
に
資
す
る
茶
樹
の
畝
方
向
の
統
一
化

オ
国
内
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
新
規
創
出
に
向
け
た
発
酵
茶
・
半
発
酵
茶
等
の
栽
培
・
加
工
の
取
組

オ
国
内
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
新
規
創
出
に
向
け
た
発
酵
茶
・
半
発
酵
茶
等
の
栽
培
・
加
工
の
取
組

の
実
施

の
実
施

(
4
)
(
略
)

(4
)
(略
)

３
(
略
)

３
(
略
)

(
1
)
～
(
6)

(略
)

(1
)
～
(
6
)
(
略
)



-
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(
7
)
本
事
業
以
外
の
国
庫
補
助
事
業
又
は
地
方
公
共
団
体
の
補
助
事
業
に
よ
り
改
植
が
行
わ
れ
る
茶
園
で

(
7)
「
改
植
・
未
収
益
支
援
タ
イ
プ
」
に
お
い
て
は
、
本
事
業
以
外
の
国
庫
補
助
事
業
又
は
地
方
公
共
団

な
い
こ
と
。

体
の
補
助
事
業
に
よ
り
改
植
が
行
わ
れ
る
茶
園
で
な
い
こ
と
。

４
補
助
金
の
算
定
方
法

４
補
助
金
の
算
定
方
法

事
業
実
施
主
体
が
支
援
対
象
者
に
交
付
す
る
補
助
金
の
総
額
は
、
次
に
掲
げ
る
支
援
内
容
の
区
分
に
応

事
業
実
施
主
体
が
支
援
対
象
者
に
交
付
す
る
補
助
金
の
総
額
は
、
次
に
掲
げ
る
支
援
内
容
の
区
分
に

じ
、
支
援
内
容
ご
と
の
支
援
対
象
面
積
に
10
ア
ー
ル
当
た
り
単
価
の
欄
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
。

応
じ
、
支
援
内
容
ご
と
の
支
援
対
象
面
積
に
1
0
ア
ー
ル
当
た
り
単
価
の
欄
に
掲
げ
る
単
価
を
乗
じ
て
得

た
金
額
に
補
助
対
象
年
数
の
欄
に
掲
げ
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

支
援
内
容

1
0ア
ー
ル
当
た
り
単
価

支
援
内
容

1
0ア
ー
ル
当
た
り
単
価

補
助
対
象
年
数

＜
未
収
益
支
援
タ
イ
プ
＞

ア
改
植
（
新
植
を
除
く
。
）
に
伴

1
20
,
00
0
円

ア
改
植
（
新
植
を
除
く
。
）
に
伴

4
0,
0
0
0円

３

う
未
収
益
支
援
①

う
未
収
益
支
援
①

イ
改
植
（
新
植
を
除
く
。
）
に
伴

1
60
,
00
0
円

イ
改
植
（
新
植
を
除
く
。
）
に
伴

4
0,
0
0
0円

４

う
未
収
益
支
援
②
※

う
未
収
益
支
援
②
※

ウ
棚
施
設
を
利
用
し
た
栽
培
法

40
,
00
0
円

ウ
棚
施
設
を
利
用
し
た
栽
培
法

4
0,
0
0
0円

１

へ
の
転
換
に
伴
う
未
収
益
支
援

へ
の
転
換
に
伴
う
未
収
益
支
援

エ
台
切
り
に
伴
う
未
収
益
支
援

70
,
00
0
円

エ
台
切
り
に
伴
う
未
収
益
支
援

3
5,
0
0
0円

２

＜
改
植
・
未
収
益
支
援
タ
イ
プ
＞

オ
改
植
支
援

1
20
,
00
0
円

ア
改
植
支
援

1
2
0,
0
0
0円

１

イ
改
植
（
新
植
を
除
く
。
）
に
伴

4
0,
0
0
0円

３

う
未
収
益
支
援
①

ウ
改
植
（
新
植
を
除
く
。
）
に
伴

4
0,
0
0
0円

４

う
未
収
益
支
援
②
※

※
イ
の
改
植
（
新
植
を
除
く
。
）
に
伴
う
未
収
益
支
援
②
の
場
合
は
、
以
下
の
３
つ
の
取
組
を
行
う
こ
と
。

※
改
植
（
新
植
を
除
く
。
）
に
伴
う
未
収
益
支
援
を
４
年
間
受
け
る
場
合
は
、
以
下
の
３
つ
の
取
組
を
行
う
こ
と
。

①
4
0ア
ー
ル
以
上
の
改
植
又
は
支
援
対
象
面
積
の
１
割
以
上
の
改
植
を
行
う
こ
と

①
40
ア
ー
ル
以
上
の
改
植
又
は
支
援
対
象
面
積
の
１
割
以
上
の
改
植
を
行
う
こ
と

②
異
な
る
品
種
へ
の
改
植
（
新
植
を
除
く
。
）
を
行
う
こ
と

②
異
な
る
品
種
へ
の
改
植
（
新
植
を
除
く
。
）
を
行
う
こ
と

③
以
下
の
ア
～
オ
の
５
項
目
か
ら
２
項
目
以
上
を
選
択
し
、
課
題
解
決
に
向
け
た
取
組
を
行
う
こ
と

③
以
下
の
ア
～
オ
の
５
項
目
か
ら
２
項
目
以
上
を
選
択
し
、
課
題
解
決
に
向
け
た
取
組
を
行
う
こ
と

ア
輸
出
に
向
け
た
残
留
農
薬
基
準
の
適
合
に
資
す
る
有
機
J
A
S
の
取
得
や
減
農
薬
栽
培
、
無
農
薬
栽
培
等

ア
輸
出
に
向
け
た
残
留
農
薬
基
準
の
適
合
に
資
す
る
有
機
J
A
S
の
取
得
や
減
農
薬
栽
培
、
無
農
薬
栽
培
等

の
取
組
の
実
施

の
取
組
の
実
施

イ
新
た
に
導
入
し
た
品
種
の
栽
培
技
術
の
確
立
に
資
す
る
実
証
ほ
の
設
置

イ
新
た
に
導
入
し
た
品
種
の
栽
培
技
術
の
確
立
に
資
す
る
実
証
ほ
の
設
置

ウ
生
産
コ
ス
ト
の
低
減
に
資
す
る
土
壌
分
析
に
基
づ
く
適
正
な
施
肥
の
実
施
や
点
滴
施
肥
技
術
の
導
入

ウ
生
産
コ
ス
ト
の
低
減
に
資
す
る
土
壌
分
析
に
基
づ
く
適
正
な
施
肥
の
実
施
や
点
滴
施
肥
技
術
の
導
入

エ
機
械
化
作
業
体
系
に
資
す
る
茶
樹
の
畝
方
向
の
統
一
化

エ
機
械
化
作
業
体
系
に
資
す
る
茶
樹
の
畝
方
向
の
統
一
化

オ
国
内
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
新
規
創
出
に
向
け
た
発
酵
茶
・
半
発
酵
茶
等
の
栽
培
・
加
工
の
取
組
の
実
施

オ
国
内
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
新
規
創
出
に
向
け
た
発
酵
茶
・
半
発
酵
茶
等
の
栽
培
・
加
工
の
取
組
の
実
施

第
４

(
略
)

第
４

(
略
)
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第
５

(
略
)

第
５

(
略
)

１
(
略
)

１
(
略
)

(1
)
・
(
2
)
(略
)

(1
)
・
(
2
)
(
略
)

(
3
)
改
植
作
業
に
お
い
て
、
定
植
の
時
期
が
翌
年
度
の
４
月
と
な
る
産
地
に
つ
い
て
は
、
翌
年
度
に
お
い

〔
新
設
〕

て
本
事
業
の
予
算
が
確
保
で
き
た
場
合
に
支
援
を
行
う
も
の
と
し
、
事
業
の
申
請
時
に
茶
改
植
等
支
援

事
業
実
施
計
画
書
の
様
式
３
の
別
添
②
資
料
を
作
成
し
、
１
の
(
1
)の
承
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

(
4
)
(1
)
か
ら
(3
)
の
規
定
は
、
茶
改
植
等
支
援
事
業
実
施
計
画
書
、
茶
生
産
者
グ
ル
ー
プ
別
事
業
実
施
計

(
3
)
(
1
)
及
び
(
2
)
の
規
定
は
、
茶
改
植
等
支
援
事
業
実
施
計
画
書
、
茶
生
産
者
グ
ル
ー
プ
別
事
業
実
施

画
書
及
び
生
産
者
別
改
植
等
事
業
実
施
計
画
書
の
変
更
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。

計
画
書
及
び
生
産
者
別
改
植
等
事
業
実
施
計
画
書
の
変
更
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。

(
5
)
生
産
局
長
が
別
に
定
め
る
事
業
の
実
施
計
画
書
の
重
要
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

(4
)
生
産
局
長
が
別
に
定
め
る
事
業
の
実
施
計
画
書
の
重
要
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

ア
補
助
事
業
者
の
変
更

ア
補
助
事
業
者
の
変
更

イ
事
業
の
中
止

イ
事
業
の
中
止

ウ
補
助
事
業
費
又
は
事
業
費
の
3
0％
を
超
え
る
変
更

ウ
補
助
事
業
費
又
は
事
業
費
の
3
0
％
を
超
え
る
変
更

２
・
３

(略
)

２
・
３

(
略
)

第
６
～
第
８

(
略
)

第
６
～
第
８

(略
)

第
９

国
と
関
係
都
道
府
県
の
情
報
共
有
等

〔
新
設
〕

１
地
方
農
政
局
長
は
、
事
業
実
施
主
体
か
ら
提
出
さ
れ
た
事
業
実
施
計
画
等
に
つ
い
て
、
当
該
事
業
実
施

主
体
が
所
在
す
る
都
道
府
県
（
以
下
「
関
係
都
道
府
県
」
と
い
う
。
）
に
情
報
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

２
１
の
情
報
提
供
を
受
け
た
関
係
都
道
府
県
は
、
事
業
実
施
計
画
等
に
つ
い
て
、
各
都
道
府
県
に
お
け
る

農
業
の
振
興
方
針
等
に
照
ら
し
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
農
政
局
長
に
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

３
２
の
意
見
の
提
出
を
受
け
た
地
方
農
政
局
長
は
、
第
５
の
１
の
(
1
)
の
審
査
に
際
し
、
当
該
意
見
に
つ

い
て
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
、
関
係
都
道
府
県
に
情
報
提
供
す
る
も
の
と

す
る
。

附
則

附
則

１
こ
の
通
知
は
、
平
成
２
７
年
４
月
９
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
通
知
は
、
平
成
２
６
年
３
月
２
６
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
平
成
2
6
年
度
中
に
改
植
作
業
を
開
始
し
、
定
植
の
時
期
が
2
7年
度
の
４
月
と
な
る
産
地
に
つ
い
て
は
、

な
お
、
従
前
の
例
に
よ
り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

改
正

後
現

行

（
別
記
１
）

(略
)

（
別
記
１
）

(
略
)
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